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1 会計別予算額 (単位：千円）

既決予算額 補　正　額 計 補正回数

33,514,242 1,426,083 34,940,325 第６回

2 一般会計財源内訳 (単位：千円）

既決予算額 補　正　額 計 備　　　考

1,303,890 1,020,000 2,323,890

1,995,925 406,083 2,402,008

その他特定目的基金繰入金 975,982 406,083 1,382,065
ふるさと応援基金
繰入金

歳入合計 33,514,242 1,426,083 34,940,325

寄附金

繰入金

令和２年１月補正予算（専決）の概要

一　　　　般　　　　会　　　　計

区　　　　　　　分

【地方自治法第１７９条第３項】

　専決処分を行った場合には、次の議会において専決処分内容を報告し承認を求めなければならない。

予算議案

平成３１（令和元）年度近江八幡市一般会計補正予算（第６号）

区　　　　　　　分

平成３１（令和元）年度１月補正予算（専決日：令和２年１月２０日）の専決処分の承認

　 一般会計予算において、税制度の関係で年末に向けて増加傾向にある『ふるさと応援寄附金』につい
て、当初予算を大幅に上回る寄附の申し込みに伴い、寄附金収入及び寄附者に対する謝礼品等の経費
について、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項に基づき長の専
決処分とし、同条第３項に基づく議会の承認を得るべく、２月１９日開会予定の市議会定例会において報
告しました。

【地方自治法第１７９条第１項】

　長の専決処分：議会を召集する時間的余裕がないと認めるときは、その議決すべき事件を処分すること
ができる。


